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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して出力し、対象物で反射した測定波
を検出する少なくとも一つの反射型センサと、
　外部に警告を行う第１警告装置と、
　前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと判断したときに、前記第
１警告装置に警告を行わせる制御部と
を備え、
　前記少なくとも一つの反射型センサは複数の反射型センサを含み、
　前記複数の反射型センサは周方向に沿って間隔を空けて設けられており、径方向外側に
向けて測定波を出力する、監視警告装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の監視警告装置であって、
　設置面を基準とした前記少なくとも一つの反射型センサの高さ位置は３０［ｃｍ］以下
である、監視警告装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の監視警告装置であって、
　設置面の上に載置される設置台を備え、
　前記少なくとも一つの反射型センサは前記設置台の側面に設けられている、監視警告装
置。
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【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の監視警告装置であって、
　接近検出についての検出範囲を前記複数の反射型センサごとに決定するための少なくと
も一つの入力部を更に備える、監視警告装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の監視警告装置であって、
　設置面の上に載置される設置台を備え、
　前記複数の反射型センサは前記設置台の側面に設けられ、
　前記少なくとも一つの入力部は前記設置台の上面に設けられる、監視警告装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の監視警告装置であって、
　前記少なくとも一つの入力部は、前記複数の反射型センサとそれぞれ対応する複数の入
力部を有し、
　前記複数の入力部の各々は、自身に対応する反射型センサとの間の距離が、他の反射型
センサとの間の距離よりも短くなる位置に設けられている、監視警告装置。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれか一つに記載の監視警告装置であって、
　前記少なくとも一つの入力部には、前記検出範囲の値が入力される、監視警告装置。
【請求項８】
　請求項５または請求項６に記載の監視警告装置であって、
　前記複数の入力部の各々は、径方向に沿ってスライド可能に設けられた操作部を有する
スライドスイッチであり、
　前記制御部は、前記操作部の停止位置が前記上面の中心に近いほど、前記検出範囲を小
さく設定する、監視警告装置。
【請求項９】
　請求項４から請求項６のいずれか一つに記載の監視警告装置であって、
　前記複数の反射型センサは、前記少なくとも一つの入力部への入力に応答して測定波を
出力し、対象物で反射した測定波に基づいて当該対象物までの距離を測定し、
　前記制御部は前記距離に基づいて前記検出範囲を設定する、監視警告装置。
【請求項１０】
　請求項４から請求項９のいずれか一つに記載の監視警告装置であって、
　前記検出範囲を表示する少なくとも一つの設定表示部を更に備える、監視警告装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の監視警告装置であって、
　設置面の上に載置される設置台を備え、
　前記複数の反射型センサは前記設置台の側面に設けられ、
　前記少なくとも一つの設定表示部は前記設置台の上面に設けられる、監視警告装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の監視警告装置であって、
　前記少なくとも一つの設定表示部は、前記複数の反射型センサとそれぞれ対応する複数
の設定表示部を有し、
　前記複数の設定表示部の各々は、自身に対応する反射型センサとの間の距離が、他の反
射型センサとの間の距離よりも短くなる位置に設けられている、監視警告装置。
【請求項１３】
　超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して出力し、対象物で反射した測定波
を検出する少なくとも一つの反射型センサと、
　外部に警告を行う第１警告装置と、
　前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと判断したときに、前記第
１警告装置に警告を行わせる制御部と
を備え、
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　設置面の上に載置される設置台と、
　前記設置台の上面から鉛直方向に沿って延びる連結部と、
　前記連結部の先端に設けられる表示プレートと
を備え、
　前記第１警告装置は、前記連結部および前記表示プレートの少なくともいずれか一方に
設けられて発光する光源を有する、監視警告装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の監視警告装置であって、
　前記表示プレートは前記連結部の先端に着脱可能に連結され、予め決められた文字、記
号または図を表示する、監視警告装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか一つに記載の監視警告装置であって、
　少なくとも一つの携帯用の第２警告装置と無線通信を行う無線通信部を更に備え
　前記制御部は人の接近を検出したと判断したときに、警告を指示する警告指示信号を、
前記無線通信部を介して前記少なくとも一つの第２警告装置へ送信する、監視警告装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の監視警告装置であって、
　前記少なくとも一つの第２警告装置は複数の第２警告装置を有しており、
　前記制御部は人の接近を検出したと判断したときに、前記無線通信部を介して前記警告
指示信号を前記複数の警告装置に送信する、監視警告装置。
【請求項１７】
　超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して出力し、対象物で反射した測定波
を検出する少なくとも一つの反射型センサと、
　外部に警告を行う第１警告装置と、
　前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと判断したときに、前記第
１警告装置に警告を行わせる制御部と、
　少なくとも一つの携帯用の第２警告装置と無線通信を行う無線通信部と、
　前記無線通信部が前記少なくとも一つの第２警告装置から受信した受信信号の受信強度
を測定する受信強度測定部と
を備え、
　前記制御部は人の接近を検出したと判断したときに、警告を指示する警告指示信号を、
前記無線通信部を介して前記少なくとも一つの第２警告装置へ送信し、
　前記少なくとも一つの第２警告装置は複数の第２警告装置を有しており、
　前記制御部は人の接近を検出したと判断したときに、前記複数の第２警告装置のうち前
記受信強度が強度基準値よりも高い装置のみに前記警告指示信号を送信する、監視警告装
置。
【請求項１８】
　請求項１から請求項１７のいずれか一つに記載の監視警告装置であって、
　前記測定波は超音波である、監視警告装置。
【請求項１９】
　複数の監視警告装置を備え、
　前記複数の監視警告装置の各々は、
　超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して出力し、対象物で反射した測定波
を検出する少なくとも一つの反射型センサと、
　外部に警告を行う第１警告装置と、
　前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと判断したときに、前記第
１警告装置に警告を行わせる制御部と
を備え、
　前記複数の監視警告装置のいずれか一つに属する前記少なくとも一つの反射型センサが
人の接近を検出したときに、前記複数の監視警告装置に属する前記第１警告装置が警告す
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る、監視警告システム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の監視警告システムであって、
　前記複数の監視警告装置の各々は、前記少なくとも一つの反射型センサよりも高い位置
に設けられたコネクタを有し、
　前記複数の監視警告装置は前記コネクタに配線が接続されることで、前記配線によって
相互に電気的に接続される、監視警告システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、監視警告装置および監視警告システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造工場内（例えばクリーンルーム内）には、半導体製造装置が設置される。半
導体製造装置は、外部から供給された種々の処理液を半導体基板に供給して、当該処理液
に基づく処理を半導体基板に対して行う。半導体製造工場には、その半導体製造装置が設
置される床面の下層において、下層空間が形成されている。この下層空間には、半導体製
造装置との間で処理液を供給／回収する設備、あるいは、半導体製造装置への電力を供給
する電気設備などの設備が設置される。
【０００３】
　この床面の一部（グレーチング）は取り外し可能に設けられている。この下層空間内の
設備に対するメンテナンスは、当該床面の一部を取り外した上で（つまりグレーチングを
開口させた上で）、作業者によって行われる。
【０００４】
　このとき、メンテナンス作業以外の作業を行っている他の作業者がこの床面の開口部に
気付かずに当該開口部に近づくと、その開口部から落下する可能性がある。
【０００５】
　このような事態を回避するために、クリーンルーム内に監視装置が設けられることがあ
る（例えば特許文献１）。特許文献１では、監視装置は監視カメラと監視部と警報発生部
とを備えている。監視カメラは床面を撮像して、画像信号を生成する。監視部は、監視カ
メラによって生成された画像信号を解析することで、床面の開口部に接近する作業者を検
知する。警報発生部は当該検知に応じて警報を発生する。この警報により、作業者は開口
部に近づいていることを認知することができる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のように監視カメラの画像信号を解析するには、高価な画像
処理装置が必要となる。
【０００７】
　また特許文献２にも警報システムが記載されている。この警報システムは距離センサと
警報部とを備えている。距離センサは製造装置の危険部近傍に取り付けられ、作業者が警
告領域に進入したことを検出する。警報部は距離センサの検出に応じて警報を行う。この
警報により、作業者は危険部に近づいていることを認知できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－１６７９９号公報
【特許文献２】特開２００９－２７５７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献２には、距離センサからの送波される超音波の伝搬方向につい
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ては何ら記載も示唆もなく、距離センサの測定精度の向上という点で、なお工夫の余地が
あった。
【００１０】
　そこで、本願は、作業者の接近をより高い精度で検出して警告を行う監視警告装置およ
び監視警告システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　監視警告装置の第１の態様は、超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して出
力し、対象物で反射した測定波を検出する少なくとも一つの反射型センサと、外部に警告
を行う第１警告装置と、前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと判
断したときに、前記第１警告装置に警告を行わせる制御部とを備え、前記少なくとも一つ
の反射型センサは複数の反射型センサを含み、前記複数の反射型センサは周方向に沿って
間隔を空けて設けられており、径方向外側に向けて測定波を出力する。
【００１２】
　監視警告装置の第２の態様は、第１の態様にかかる監視警告装置であって、設置面を基
準とした前記少なくとも一つの反射型センサの高さ位置は３０［ｃｍ］以下である。
【００１３】
　監視警告装置の第３の態様は、第１または第２の態様にかかる監視警告装置であって、
設置面の上に載置される設置台を備え、前記少なくとも一つの反射型センサは前記設置台
の側面に設けられている。
【００１５】
　監視警告装置の第４の態様は、第１または第２の態様にかかる監視警告装置であって、
接近検出についての検出範囲を前記複数の反射型センサごとに決定するための少なくとも
一つの入力部を更に備える。
【００１６】
　監視警告装置の第５の態様は、第４の態様にかかる監視警告装置であって、設置面の上
に載置される設置台を備え、前記複数の反射型センサは前記設置台の側面に設けられ、前
記少なくとも一つの入力部は前記設置台の上面に設けられる。
【００１７】
　監視警告装置の第６の態様は、第５の態様にかかる監視警告装置であって、前記少なく
とも一つの入力部は、前記複数の反射型センサとそれぞれ対応する複数の入力部を有し、
前記複数の入力部の各々は、自身に対応する反射型センサとの間の距離が、他の反射型セ
ンサとの間の距離よりも短くなる位置に設けられている。
【００１８】
　監視警告装置の第７の態様は、第４から第６のいずれか一つの態様にかかる監視警告装
置であって、前記少なくとも一つの入力部には、前記検出範囲の値が入力される。
【００１９】
　監視警告装置の第８の態様は、第５または第６の態様にかかる監視警告装置であって、
前記複数の入力部の各々は、径方向に沿ってスライド可能に設けられた操作部を有するス
ライドスイッチであり、前記制御部は、前記操作部の停止位置が前記上面の中心に近いほ
ど、前記検出範囲を小さく設定する。
【００２０】
　監視警告装置の第９の態様は、第４から第６のいずれか一つの態様にかかる監視警告装
置であって、前記複数の反射型センサは、前記少なくとも一つの入力部への入力に応答し
て測定波を出力し、対象物で反射した測定波に基づいて当該対象物までの距離を測定し、
前記制御部は前記距離に基づいて前記検出範囲を設定する。
【００２１】
　監視警告装置の第１０の態様は、第４から第９のいずれか一つの態様にかかる監視警告
装置であって、前記検出範囲を表示する少なくとも一つの設定表示部を更に備える。
【００２２】
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　監視警告装置の第１１の態様は、第１０の態様にかかる監視警告装置であって、設置面
の上に載置される設置台を備え、前記複数の反射型センサは前記設置台の側面に設けられ
、前記少なくとも一つの設定表示部は前記設置台の上面に設けられる。
【００２３】
　監視警告装置の第１２の態様は、第１１の態様にかかる監視警告装置であって、前記少
なくとも一つの設定表示部は、前記複数の反射型センサとそれぞれ対応する複数の設定表
示部を有し、前記複数の設定表示部の各々は、自身に対応する反射型センサとの間の距離
が、他の反射型センサとの間の距離よりも短くなる位置に設けられている。
【００２４】
　監視警告装置の第１３の態様は、超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して
出力し、対象物で反射した測定波を検出する少なくとも一つの反射型センサと、外部に警
告を行う第１警告装置と、前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと
判断したときに、前記第１警告装置に警告を行わせる制御部とを備え、設置面の上に載置
される設置台と、前記設置台の上面から鉛直方向に沿って延びる連結部と、前記連結部の
先端に設けられる表示プレートとを備え、前記第１警告装置は、前記連結部および前記表
示プレートの少なくともいずれか一方に設けられて発光する光源を有する。
【００２５】
　監視警告装置の第１４の態様は、第１３の態様にかかる監視警告装置であって、前記表
示プレートは前記連結部の先端に着脱可能に連結され、予め決められた文字、記号または
図を表示する。
【００２６】
　監視警告装置の第１５の態様は、第１から第１４のいずれか一つの態様にかかる監視警
告装置であって、少なくとも一つの携帯用の第２警告装置と無線通信を行う無線通信部を
更に備え前記制御部は人の接近を検出したと判断したときに、警告を指示する警告指示信
号を、前記無線通信部を介して前記少なくとも一つの第２警告装置へ送信する。
【００２７】
　監視警告装置の第１６の態様は、第１５の態様にかかる監視警告装置であって、前記少
なくとも一つの第２警告装置は複数の第２警告装置を有しており、前記制御部は人の接近
を検出したと判断したときに、前記無線通信部を介して前記警告指示信号を前記複数の警
告装置に送信する。
【００２８】
　監視警告装置の第１７の態様は、超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して
出力し、対象物で反射した測定波を検出する少なくとも一つの反射型センサと、外部に警
告を行う第１警告装置と、前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと
判断したときに、前記第１警告装置に警告を行わせる制御部と、少なくとも一つの携帯用
の第２警告装置と無線通信を行う無線通信部と、前記無線通信部が前記少なくとも一つの
第２警告装置から受信した受信信号の受信強度を測定する受信強度測定部とを備え、前記
制御部は人の接近を検出したと判断したときに、警告を指示する警告指示信号を、前記無
線通信部を介して前記少なくとも一つの第２警告装置へ送信し、前記少なくとも一つの第
２警告装置は複数の第２警告装置を有しており、前記制御部は人の接近を検出したと判断
したときに、前記複数の第２警告装置のうち前記受信強度が強度基準値よりも高い装置の
みに前記警告指示信号を送信する。
【００２９】
　監視警告装置の第１８の態様は、第１から第１７のいずれか一つの態様にかかる監視警
告装置であって、前記測定波は超音波である。
【００３０】
　監視警告システムの第１の態様は、複数の監視警告装置を備え、前記複数の監視警告装
置の各々は、超音波または電磁波である測定波を人の足元に対して出力し、対象物で反射
した測定波を検出する少なくとも一つの反射型センサと、外部に警告を行う第１警告装置
と、前記反射型センサの検出結果に基づいて人の接近を検出したと判断したときに、前記
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第１警告装置に警告を行わせる制御部とを備え、前記複数の監視警告装置のいずれか一つ
に属する前記少なくとも一つの反射型センサが人の接近を検出したときに、前記複数の監
視警告装置に属する前記第１警告装置が警告する。
【００３１】
　監視警告システムの第２の態様は、第１の態様にかかる監視警告システムであって、前
記複数の監視警告装置の各々は、前記少なくとも一つの反射型センサよりも高い位置に設
けられたコネクタを有し、前記複数の監視警告装置は前記コネクタに配線が接続されるこ
とで、前記配線によって相互に電気的に接続される。
【発明の効果】
【００３２】
　監視警告装置の第１の態様によれば、人の足元に向けて測定波を出力するので、その測
定波の一部は人の靴（例えば、金属板が収納された安全靴）で反射し、反射した測定波が
反射型センサによって検出される。靴（安全靴）は衣服に比べて反射率が高いので、反射
型センサの検出精度を向上できる。ひいては、作業者の接近をより高い精度で検出して警
告を行うことができる。しかも、周方向に沿って複数の反射型センサが設けられているの
で、広い範囲で人を検出できる。
【００３３】
　監視警告装置の第２の態様によれば、効果的に人（作業者）の足元に測定波を出力でき
る。
【００３４】
　監視警告装置の第３の態様によれば、設置面に載置される設置台の側面に反射型センサ
が設けられるので、低い位置に反射型センサを設けやすい。
【００３６】
　監視警告装置の第４の態様によれば、設置環境に応じた検出範囲を設定できる。
【００３７】
　監視警告装置の第５の態様によれば、人（作業者）は入力部を視認しやすい。
【００３８】
　監視警告装置の第６の態様によれば、人（作業者）は反射型センサに対応する入力部を
特定しやすい。
【００３９】
　監視警告装置の第７の態様によれば、人（作業者）は検出範囲の値を指定できる。
【００４０】
　監視警告装置の第８の態様によれば、操作部と中心との間の距離の長短が検出範囲の大
小に対応するので、人（作業者）は直感的に操作部を操作しやすい。
【００４１】
　監視警告装置の第９の態様によれば、自動で検出範囲を設定できる。
【００４２】
　監視警告装置の第１０の態様によれば、人（作業者）は検出範囲を容易に確認できる。
【００４３】
　監視警告装置の第１１の態様によれば、人（作業者）は設定表示部を視認しやすい。
【００４４】
　監視警告装置の第１２の態様によれば、人（作業者）は反射型センサに対応する設定表
示部を特定しやすい。
【００４５】
　監視警告装置の第１３の態様によれば、監視警告装置を視認しやすい。
【００４６】
　監視警告装置の第１４の態様によれば、文字、記号または図が異なる複数の表示プレー
トを用意すれば、作業者は設置環境に応じた表示プレートを選択し、その表示プレートを
連結部に連結することができる。
【００４７】
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　監視警告装置の第１５の態様によれば、携帯用の第２警告装置が警告を行うので、人（
作業者）は警告を認知しやすい。
【００４８】
　監視警告装置の第１６の態様によれば、全ての人（作業者）が警告に認知することがで
きる。
【００４９】
　監視警告装置の第１７の態様によれば、監視警告装置の近傍に位置する人（作業者）の
第２警告装置のみが警告を行うので、監視警告装置から離れた人（作業者）に対する不要
な警告を抑制できる。
【００５０】
　監視警告装置の第１８の態様によれば、電磁波を用いた各種センサが監視警告装置の近
傍に設けられていたとしても、超音波は電磁波と干渉しないので、センサの精度低下を回
避できる。

【００５１】
　監視警告システムの第１の態様によれば、例えば進入禁止領域を囲むように複数の監視
警告装置を載置した場合に、全ての監視警告装置が警告を行うので、人（作業者）は進入
禁止領域を認識しやすい。
【００５２】
　監視警告システムの第２の態様によれば、配線を進入禁止用のロープとして機能させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】監視警告装置が載置される領域の一例を概略的に示す図である。
【図２】監視警告装置の外観の一例を概略的に示す斜視図である。
【図３】監視警告装置の電気的な構成の一例を概略的に示す機能ブロック図である。
【図４】警報を行っている監視警告装置の様子の一例を概略的に示す斜視図である。
【図５】監視警告装置の設置台の上面の一例を概略的に示す図である。
【図６】監視警告装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図７】反射型センサの測定ばらつきの一例を概略的に示すグラフである。
【図８】比較例にかかる反射型センサの測定ばらつきの一例を概略的に示すグラフである
。
【図９】監視警告装置の電気的な構成の一例を概略的に示す機能ブロック図である。
【図１０】監視警告装置の電気的な構成の一例を概略的に示す機能ブロック図である。
【図１１】監視警告装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図１２】監視警告システムが載置される領域の一例を概略的に示す図である。
【図１３】監視警告システムの外観の一例を概略的に示す斜視図である。
【図１４】監視警告装置の電気的な構成の一例を概略的に示す機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、添付される図面を参照しながら実施の形態について説明する。なお、図面は概略
的に示されており、説明の便宜のため、適宜、構成の省略、または、構成の簡略化がなさ
れ得る。また、図面にそれぞれ示される構成などの大きさおよび位置の相互関係は必ずし
も正確に記載されるものではなく、適宜変更され得るものである。
【００５５】
　また、以下に示される説明では、同様の構成要素には同じ符号を付して図示し、それら
の名称と機能とについても同様のものとする。したがって、それらについての詳細な説明
を、重複を避けるために省略する場合がある。
【００５６】
　第１の実施の形態．
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　＜１．監視警告装置＞
　＜１－１．監視警告装置の配置領域の一例＞
　図１は、監視警告装置１が配置される領域の様子の一例を示す平面図である。この監視
警告装置１は、安全靴の着用を義務付けられた領域内に設置される。安全靴とは、作業者
の足を保護すべく鋼板等の金属板が収納された靴である。この金属板は安全靴のうち足の
甲を覆う部分に収納されている。よって、足の甲に重量物が落下しても、足を保護するこ
とができる。安全靴の着用が義務付けられた領域の一例として、半導体デバイスを製造す
る半導体製造工場などの工場が挙げられる。以下では一例として、監視警告装置１が半導
体製造工場に配置されるものとする。
【００５７】
　図１の例では、複数の半導体製造装置１００が半導体製造工場に配置されている。各半
導体製造装置１００は半導体基板に対して種々の処理を行う装置である。図１の例では、
半導体製造装置１００として、３つの半導体製造装置１００ａ～１００ｃが示されており
、半導体製造装置１００ａ～１００ｃは互いに間隔を空けて配置されている。図１の例で
は、半導体製造装置１００ａは半導体製造装置１００ｂに対して紙面左側に設置されてお
り、半導体製造装置１００ｃは半導体製造装置１００ｂに対して紙面下側に設置されてい
る。半導体製造装置１００の相互間の領域は作業者が通行可能な通路として機能する。
【００５８】
　半導体製造装置１００は、その内部において、半導体基板に対する処理を行う処理空間
を有している。半導体製造装置１００は、その処理空間において、半導体基板の表面に処
理液を供給して、当該処理液に基づく処理を半導体基板に対して行う。例えばエッチング
用の薬液を半導体基板の表面に供給することで、半導体基板の表面に対してエッチング処
理を行う。また、半導体製造装置１００は処理空間に種々の気体を供給して、処理空間の
雰囲気を制御することもある。処理液および気体は外部の供給源から半導体製造装置１０
０に供給され、使用後の処理液および気体が半導体製造装置１００から外部の回収機構へ
と排出される。これらの供給源および回収機構は半導体製造装置１００が設置される床面
よりも下層の空間に設置される。また半導体製造装置１００へ給電する電気設備等もこの
下層空間に設置される。
【００５９】
　この床面の一部（グレーチング）は取り外し可能に設けられている。図１の例では、グ
レーチングが取り外された開口部１１０が示されており、この開口部１１０は半導体製造
装置１００ａ～１００ｃに囲まれる位置に形成されている。より具体的には、図１におい
て、開口部１１０は半導体製造装置１００ａの紙面下側、かつ、半導体製造装置１００ｂ
に対して紙面左側の位置に形成されている。図１の例では、開口部１１０は半導体製造装
置１００ｂよりも半導体製造装置１００ａに近い位置に載置されている。
【００６０】
　作業者がこの床面の一部を取り外すことにより、開口部１１０を開口させることができ
る。これにより、作業者が開口部１１０を介して下層空間内の各種設備に対する各種作業
（例えばメンテナンス）を行うことができる。
【００６１】
　ところで、この下層空間で作業を行う作業者とは別の作業者も工場内において作業を行
っている。当該別の作業者が開口部１１０の存在に気付かずに開口部１１０に近づくと、
この開口部１１０に落下する可能性がある。
【００６２】
　そこで図１の例では、監視警告装置１が開口部１１０の近傍に載置されている。より具
体的には図１において、監視警告装置１は開口部１１０に対して紙面左側、かつ、半導体
製造装置１００ａに対して紙面下側の位置に載置されている。この監視警告装置１は自身
に接近する作業者を検出し、その検出に応答して警告を行う。この警告により、作業者は
開口部１１０の存在を認知することができ、開口部１１０への進入を回避することができ
る。よって、作業者が開口部１１０に落下することを回避できる。
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【００６３】
　＜１－２．監視警告装置の外観の一例＞
　図２は、監視警告装置１の外観の一例を概略的に示す斜視図である。図２の例では、監
視警告装置１は警告ポールであって、表示プレート４１と連結部４２と設置台４３とを備
えている。
【００６４】
　表示プレート４１は板状の部材である。図２の例では、表示プレート４１は長方形の板
状形状を有しており、その長手方向が鉛直方向に沿い、かつ、その厚み方向が水平方向に
沿う姿勢で設けられている。図２の例では、表示プレート４１の主面には「注意」と表示
されている。この表記は、作業者に対して注意を喚起するための表記である。表示プレー
ト４１に表示される表記は必ずしも「注意」に限らず、他の文字であってもよい。また、
文字に替えて、あるいは、文字と共に、記号または図等の表記が採用されてもよい。
【００６５】
　連結部４２は表示プレート４１および設置台４３を連結する部材である。例えば連結部
４２は鉛直方向に沿って延びる柱状（例えば円柱状）の部材であって、その上端は表示プ
レート４１の下端に連結されており、その下端は設置台４３の上面４３ａに連結されてい
る。
【００６６】
　設置台４３は、監視警告装置１を設置面（ここでは半導体製造工場内の床面）の上に載
置するための台である。この設置台４３は、平面視において（つまり鉛直方向に沿って見
て）、監視警告装置１を設置面の上に安定して載置することができる程度の広さを有して
いる。例えば設置台４３の上面４３ａは連結部４２の断面積よりも広い。連結部４２は設
置台４３の上面４３ａの中央部分に連結されている。
【００６７】
　図２の例では、反射型センサ２、入力部２３および設定表示部２２が設置台４３に設け
られているものの、これらについては後に詳述する。
【００６８】
　＜１－３．監視警告装置の電気的構成の一例＞
　図３は、監視警告装置１の電気的構成の一例を概略的に示す機能ブロック図である。図
３に例示するように、監視警告装置１は反射型センサ２と警告装置３と制御部５とを備え
ている。
【００６９】
　＜１－３－１．反射型センサ＞
　反射型センサ２は測定波を出力し、対象物で反射した測定波を検出する。測定波は電磁
波または超音波を含む。ここでは一例として測定波として超音波を採用する。この超音波
は半導体製造工場内の使用に好適である。なぜなら、半導体製造工場内には、赤外線等の
電磁波を用いた各種のセンサが設けられるところ、反射型センサ２の測定波が超音波であ
れば、これらのセンサの電磁波と干渉しないからである。つまり、センサの精度低下を回
避できる。
【００７０】
　例えば反射型センサ２は、対象物までの距離を測定する距離センサである。この反射型
センサ２は、超音波を送波する送波器と、対象物で反射した超音波を受波する受波器とを
有している。反射型センサ２は送波器から送波される超音波と、受波器で受波される超音
波とに基づいて、対象物までの距離を求めることができる。例えば反射型センサ２は超音
波を送波してから受波されるまでの時間に基づいて、対象物までの距離を算出する。反射
型センサ２によって測定された距離（以下、測定距離とも呼ぶ）Ｄが所定の距離基準値Ｄ
ｔｈよりも短ければ、対象物（ここでは作業者）は反射型センサ２に接近している、とい
える。
【００７１】
　反射型センサ２の測定動作の開始および停止は制御部５によって制御される。例えば制
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御部５が開始信号を反射型センサ２に出力することで、反射型センサ２は測定動作を開始
し、制御部５が停止信号を反射型センサ２に出力することで、反射型センサ２は測定動作
を停止する。
【００７２】
　また反射型センサ２は人の足元に向けて測定波（ここでは超音波）を出力する。より具
体的には、反射型センサ２は、設置面から３０［ｃｍ］以下の高さ位置に設けられ、略水
平方向に沿って超音波を送波する。これにより、反射型センサ２は効果的に人の足元に向
けて測定波を出力できる。なおここでいう設置面は例えば工場内の床面であり、監視警告
装置１が設置される面でもあり、また作業者が移動する面でもある。図２の例では、反射
型センサ２は、設置面の上に載置される設置台４３の側面４３ｂに設けられている。これ
により、低い位置に反射型センサ２を設けやすい。反射型センサ２は設置台４３の径方向
外側に向けて超音波を送波する。この超音波は広がりながら伝搬し、対象物で反射する。
超音波は作業者の足元に向かって伝搬するので、反射型センサ２の検出範囲内に作業者が
存在していれば、その超音波の一部は安全靴で反射する。安全靴には堅い金属板が収納さ
れているので、超音波は安全靴において高い反射率で反射する。
【００７３】
　作業者から反射された超音波は反射型センサ２の受波器によって受波される。安全靴に
おいて高い反射率で反射した超音波は高い振幅で受波器に受波されるので、より適切に超
音波を受波することができる。
【００７４】
　超音波を安全靴に当てるという観点では、反射型センサ２の高さ位置はより好ましくは
２０［ｃｍ］以下であり、より具体的な一例として１０［ｃｍ］程度である。なお、ここ
でいう高さ位置とは、例えば設置面（つまり設置台４３の下端）から反射型センサ２の中
心位置までの高さと定義できる。
【００７５】
　図２および図３の例では、複数の反射型センサ２が監視警告装置１に設けられている。
複数（例えば８個）の反射型センサ２は設置台４３の周方向に沿って略等間隔に設けられ
ており、全周に亘って設けられている。このような複数の反射型センサ２は平面視におい
て設置台４３の中心に対して径方向外側に超音波を送波する。よって、超音波は監視警告
装置１を中心として放射状に広がりつつ伝搬される。したがって、より広い範囲で作業者
を検出することができる。
【００７６】
　なお、図１の例では、監視警告装置１は半導体製造装置１００ａの近傍に載置されてい
るので、反射型センサ２のいくつかはこの半導体製造装置１００ａに向けて超音波を送波
することになる。よって、超音波はこの半導体製造装置１００ａで反射されて、反射型セ
ンサ２で受波され得る。これにより、この半導体製造装置１００ａが作業者として誤検出
され得る。このような半導体製造装置１００ａの誤検出を回避するための工夫については
後に詳述する。
【００７７】
　＜１－３－２．制御部＞
　制御部５は監視警告装置１の全体を統括する制御部である。制御部５は例えば設置台４
３の内部に収納される。制御部５は反射型センサ２および警告装置３と電気的に接続され
ている。制御部５には、反射型センサ２の検出結果を示す結果信号が入力される。この結
果信号は、反射型センサ２によって測定された測定距離Ｄの情報を含む。制御部５は反射
型センサ２の検出結果に基づいて作業者が接近しているか否かを判断する。具体的には、
制御部５は測定距離Ｄが所定の距離基準値Ｄｔｈよりも短いか否かを判断し、測定距離Ｄ
が距離基準値Ｄｔｈよりも短いと判断したときに、作業者が監視警告装置１に接近してい
ると判断する。制御部５は作業者の接近を検出したと判断したときには、警告装置３に警
告を行わせる。
【００７８】
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　なお制御部５は電子回路機器であって、例えばデータ処理装置および記憶媒体を有して
いてもよい。データ処理装置は例えばＣＰＵ(Central Processor Unit)などの演算処理装
置であってもよい。記憶部は非一時的な記憶媒体（例えばＲＯＭ(Read Only Memory)また
はハードディスク）および一時的な記憶媒体（例えばＲＡＭ(Random Access Memory)）を
有していてもよい。非一時的な記憶媒体には、例えば制御部５が実行する処理を規定する
プログラムが記憶されていてもよい。処理装置がこのプログラムを実行することにより、
制御部５が、プログラムに規定された処理を実行することができる。もちろん、制御部５
が実行する処理の一部または全部がハードウェアによって実行されてもよい。
【００７９】
　＜１－３－３．警告装置＞
　警告装置３は外部に警告を行うことができる。例えば警告装置３は光源３１と音出力部
３２とを有している。光源３１は例えばＬＥＤ(Light Emitting Diode)であり、その発光
が制御部５によって制御される。光源３１は例えば表示プレート４１および連結部４２の
少なくともいずれか一方に設けられる。ここでは光源３１は表示プレート４１および連結
部４２の両方に設けられる。この光源３１が発光することにより、実質的に表示プレート
４１および連結部４２が発光する。この発光により、作業者に対して警告を行うことがで
きる。
【００８０】
　音出力部３２は例えばブザーまたはスピーカであり、その音出力が制御部５によって制
御される。音出力部３２は表示プレート４１、連結部４２および設置台４３のいずれかに
設けられる。この音出力部３２が警告音（例えばビープ音、あるいは、音声）を出力する
ことにより、作業者に対して警告を行うことができる。
【００８１】
　図４は、監視警告装置１が警告を行っている様子の一例を概略的に示す図である。図４
の例では、光源３１は表示プレート４１および連結部４２の両方に設けられており、光源
３１が発光していることを、斜線のハッチングで模式的に示している。また、図４の例で
は、音出力部３２は連結部４２の下端側に配置されており、音出力部３２が警告音を出力
していることを、複数の折れ線で模式的に示している。
【００８２】
　光源３１が実質的に表示プレート４１および連結部４２の両方を発光させるので、その
発光領域は広く、作業者は監視警告装置１を視認しやすい。よって、監視警告装置１の近
傍に位置する開口部１１０も視認しやすい。
【００８３】
　音出力部３２からの警告音の音量は開口部１１０を含む充分な領域の端まで届くのに十
分な値に設定される。これにより、作業者は警告音を認知しやすい。
【００８４】
　なお、警告装置３は必ずしも光源３１および音出力部３２の両方を有している必要はな
く、少なくともいずれか一方を有していればよい。また警告装置３は、光源３１および音
出力部３２の少なくともいずれか一方に替えて、あるいは、光源３１および音出力部３２
の少なくともいずれか一方とともに、画像信号に基づいて画像を表示可能な表示装置を有
していてもよい。当該表示装置が警告用の画像を表示することで、警告を行うことができ
る。
【００８５】
　＜１－３－４．入力部＞
　図１の例では、監視警告装置１は半導体製造装置１００ａの近傍に載置されている。よ
って、この半導体製造装置１００ａと向かい合う反射型センサ２が超音波を送波すると、
この半導体製造装置１００ａによって反射された超音波を受波する。これにより、監視警
告装置１は半導体製造装置１００ａを作業者の接近として誤検出してしまう。このような
誤検出を回避すべく、図２および図３の例では、入力部２３が監視警告装置１に設けられ
ている。
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【００８６】
　入力部２３は、作業者の検出範囲を指定するための入力を受け付ける。入力部２３は例
えばハードウェアキー（ボタンまたはスイッチ）を有していてもよい。あるいは、入力部
２３はタッチパネルを有していてもよく、そのタッチパネル上にソフトウェアキーを表示
してもよい。入力部２３に対して入力が行われると、入力部２３はその入力内容を示す入
力情報を制御部５へと出力する。
【００８７】
　ここでは、反射型センサ２に一対一で対応して入力部２３が設けられている。つまり、
Ｎ個（ここでは８個）の反射型センサ２に対応してＮ個の入力部２３が設けられている。
各入力部２３は、自身に対応する反射型センサ２についての検出範囲を指定するための入
力を受け付ける。
【００８８】
　なお図３の例では、互いに対応する反射型センサ２および入力部２３を含む組２０が示
されている。各組２０の内部構成は同様であるので、図３では、その一つのみが示され、
他の組２０の内部構成は図示を省略している。また図３の例では、組２０は設定表示部２
２を含んでいるものの、この設定表示部２２については後に詳述する。
【００８９】
　図２の例では、入力部２３は設置台４３の上面４３ａに設けられている。図５は、設置
台４３の上面４３ａの一例を示す図である。図５の例では、反射型センサ２の位置を示す
べく、８つの反射型センサ２として反射型センサ２ａ～２ｈを仮想的に示している。また
図５の例では、設置台４３の上面４３ａは正Ｎ（図では８）角形形状を有しているので、
設置台４３の側面４３ｂは、上面４３ａの各辺を上辺とするＮ枚の長方形形状の側平面４
３ｂａ～４３ｂｈによって構成される。図５の例では、展開状態における側平面４３ｂａ
～４３ｂｈを仮想的に示している。各反射型センサ２ａ～２ｈはそれぞれ側平面４３ｂａ
～４３ｂｈに設けられており、例えば周方向において各側平面の中央に設けられている。
【００９０】
　図５の例では、８つの入力部２３として入力部２３ａ～２３ｈが示されている。入力部
２３ａ～２３ｈはそれぞれ反射型センサ２ａ～２ｈに対応して設けられている。より具体
的には、入力部２３は、自身に対応する反射型センサ２の近傍に設けられている。例えば
入力部２３ａは反射型センサ２ｂ～２ｈよりも反射型センサ２ａに近い位置に設けられて
いる。入力部２３ｂも、自身に対応する反射型センサ２ｂの近傍に設けられており、より
具体的には、反射型センサ２ａ，２ｃ～２ｈよりも反射型センサ２ｂに近い位置に設けら
れている。他の入力部２３ｃ～２３ｈについても同様である。
【００９１】
　図５の例では、設置台４３の上面４３ａを周方向においてＮ（図では８）個に分割して
得られる領域Ｒａ～Ｒｈが示されている。各領域Ｒａ～Ｒｈは上面４３ａの正Ｎ角形の中
心と各頂点を結ぶ仮想的な直線によって区画される。領域Ｒａ～Ｒｈはそれぞれ反射型セ
ンサ２ａ～２ｈと対応している。例えば領域Ｒａ内における上面４３ａの１辺を上辺とす
る側平面４３ｂａに、反射型センサ２ａが設けられている。図５の例では、反射型センサ
２ａに対応する入力部２３ａは領域Ｒａ内に設けられ、反射型センサ２ｂに対応する入力
部２３ｂは領域Ｒｂ内に設けられている。他の入力部２３ｃ～２３ｈも同様にそれぞれ領
域Ｒｃ～Ｒｈ内に設けられている。
【００９２】
　このように、入力部２３が反射型センサ２に対応した位置に設けられているので、作業
者は反射型センサ２に対応した入力部２３を特定しやすい。
【００９３】
　しかも図２および図５の例では、複数の入力部２３が側面４３ｂではなく上面４３ａに
設けられている。これによれば、作業者は入力部２３を視認しやすい。例えば入力部２３
ａ～２３ｈがそれぞれ側平面４３ｂａ～４３ｂｈに設けられる場合には、作業者は監視警
告装置１の周囲を移動しながら、各入力部２３を操作する必要がある。これに対して、複
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数の入力部２３が上面４３ａに設けられる場合には、作業者は監視警告装置１の周囲を移
動せずに、各入力部２３を操作できる。したがって、ユーザにとっての利便性を向上でき
る。
【００９４】
　入力部２３は例えば検出範囲として複数の値のうち一つを指定する入力を受け付ける。
ここでは検出範囲は距離によって指定され、当該複数の値として、例えば、０（零）［ｍ
］、１［ｍ］、２［ｍ］および３［ｍ］が採用できる。なお、０（零）［ｍ］を指定する
入力は反射型センサ２の動作を停止する入力であるともいえる。つまり、入力部２３は、
反射型センサ２の動作／停止を切り替える入力と、検出範囲の値を指定する入力とを受け
付けてもよい。
【００９５】
　ところで、上述のように制御部５は測定距離Ｄが距離基準値Ｄｔｈよりも短いときに、
作業者が接近していると判断する。よって、この距離基準値Ｄｔｈは作業者の接近検出に
ついての検出範囲を示しているといえる。そこで、以下では、検出範囲として距離基準値
Ｄｔｈを採用する。
【００９６】
　制御部５は入力部２３から入力情報（ここでは検出範囲の値）を受け取り、その入力情
報に基づいて複数の反射型センサ２ごとに距離基準値Ｄｔｈを設定する。例えば図１も参
照して、反射型センサ２ａ～２ｄが半導体製造装置１００ａ側に位置するように、監視警
告装置１が載置される場合、作業者は入力部２３ａ～２３ｄのそれぞれにおいて０（零）
［ｍ］を指定する入力を行う。制御部５は入力部２３ａ～２３ｄの入力情報に応じて反射
型センサ２ａ～２ｄについての距離基準値Ｄｔｈａ～Ｄｔｈｄを０（零）［ｍ］に設定す
る。これにより、反射型センサ２ａ～２ｄは実質的な検出動作に寄与しない。よってこの
とき、制御部５は反射型センサ２ａ～２ｄに対して測定動作を停止する停止信号を出力し
てもよい。反射型センサ２ａ～２ｄは停止信号が入力されたときに、測定動作を停止する
。これによれば、反射型センサ２ａ～２ｄの測定動作に伴う電力の消費を回避することが
できる。
【００９７】
　この設定により、半導体製造装置１００ａの存在を作業者の近接として誤検出すること
が回避される。言い換えれば、半導体製造装置１００ａの存在が作業者の接近とみなされ
ることはない。
【００９８】
　作業者は図１の設置環境に応じて、残りの入力部２３ｅ～２３ｈにおいて検出範囲（距
離）を指定する。要するに、作業者は、反射型センサ２ｅ～２ｈから出力される超音波の
伝搬範囲内に設置物（半導体製造装置１００）が存在する場合に、その設置物が検出され
ないように、検出範囲を入力部２３ｅ～２３ｈに入力する。例えば作業者は入力部２３ｅ
～２３ｈのそれぞれにおいて３［ｍ］，２［ｍ］，３［ｍ］，２［ｍ］を入力する。制御
部５はこれらの入力情報に応じて反射型センサ２ｅ～２ｈについての距離基準値Ｄｔｈｅ
～Ｄｔｈｈをそれぞれ３［ｍ］，２［ｍ］，３［ｍ］，２［ｍ］に設定する。図１の例で
は、反射型センサ２ｅ～２ｈについての検出範囲Ａｅ～Ａｈの一例が模式的に示されてい
る。
【００９９】
　このように作業者は反射型センサ２ごとに検出範囲を指定できるので、作業者は設置環
境に応じた検出範囲を適切に設定することができる。
【０１００】
　なお入力部２３ａ～２３ｈはスライドスイッチであってもよい。図５の例では、入力部
２３ａ～２３ｈは径方向にそって延びる長尺状の形状を有している。また入力部２３は、
鉛直上方に突起する操作部（突起部）２３１を有しており、この操作部２３１は径方向に
沿ってスライド可能に設けられている。作業者は操作部２３１に対して径方向に沿う外力
を与えることにより、操作部２３１を径方向に沿って移動させることができる。作業者は



(15) JP 6893190 B2 2021.6.23

10

20

30

40

50

操作部２３１を所定位置で停止させることにより、その停止位置に応じた値を検出範囲に
設定することができる。
【０１０１】
　具体的には、入力部２３は操作部２３１の停止位置を示す入力情報を制御部５に出力す
る。制御部５は、操作部の停止位置に基づいて検出範囲を設定する。ここでは、制御部５
は、入力部２３における停止位置が設置台４３の上面４３ａの中心に近いほど、検出範囲
を小さく設定する。上述の例では、作業者は検出範囲として０（零），１，２，３の４つ
の値のうちいずれかを指定するので、入力部２３は４つの停止位置で操作部が停止可能と
なるように形成されている。制御部５は、操作部２３１が最も中心に近い停止位置で停止
しているときに、検出範囲を０（零）に設定し、操作部２３１が中心に対して２番目に近
い停止位置で停止しているときには、検出範囲を１［ｍ］に設定する。同様に、制御部５
は、操作部２３１が中心に対して３番目に近い停止位置で停止しているときに、検出範囲
を２［ｍ］に設定し、操作部２３１が中心から最も遠い停止位置で停止しているときに、
検出範囲を３［ｍ］に設定する。
【０１０２】
　これによれば、作業者は操作部２３１を中心に近づけることにより、検出範囲を小さく
設定できる。逆に言えば、作業者は操作部２３１を中心から遠ざけることにより、検出範
囲を大きく設定できる。つまり、操作部２３１と中心との距離の長短が検出範囲の大小に
それぞれ対応するので、作業者は直感的に操作部２３１を操作しやすい。
【０１０３】
　＜１－３－５．設定表示部＞
　図２、図３および図５の例では、設定表示部２２が監視警告装置１に設けられている。
この設定表示部２２は反射型センサ２の検出範囲を表示する。例えば設定表示部２２はＬ
ＥＤを有しており、その発光が制御部５によって制御される。ここでは、Ｎ個の反射型セ
ンサ２に一対一で対応してＮ個の設定表示部２２が設けられている。設定表示部２２は自
身に対応する反射型センサ２の検出範囲を表示する。
【０１０４】
　設定表示部２２は例えば設置台４３の上面４３ａに設けられており、図５の例では、８
つの設定表示部２２として設定表示部２２ａ～２２ｈが示されている。設定表示部２２ａ
～２２ｈはそれぞれ反射型センサ２ａ～２ｈに対応して配置される。より具体的には、設
定表示部２２は、自身に対応する反射型センサ２の近傍に配置されている。例えば設定表
示部２２ａは反射型センサ２ｂ～２ｈよりも反射型センサ２ａに近い位置に配置され、設
定表示部２２ｂは、反射型センサ２ａ，２ｃ～２ｈよりも反射型センサ２ｂに近い位置に
配置されている。他の設定表示部２２ｃ～２２ｈについても同様である。
【０１０５】
　図５の例では、反射型センサ２ａに対応する設定表示部２２ａは領域Ｒａに配置され、
反射型センサ２ｂに対応する設定表示部２２ｂは領域Ｒｂに配置されている。他の設定表
示部２２ｃ～２２ｈも同様にそれぞれ領域Ｒｃ～Ｒｈに配置されている。
【０１０６】
　このように設定表示部２２が反射型センサ２に対応した位置に配置されているので、作
業者は反射型センサ２に対応した設定表示部２２を特定しやすい。よって、作業者は反射
型センサ２に対応した検出範囲を速やかに確認することができる。
【０１０７】
　しかも図２および図５の例では、設定表示部２２が側面４３ｂではなく上面４３ａに配
置されている。仮に複数の設定表示部２２が側面４３ｂに設けられる場合には、作業者は
各設定表示部２２を視認するために監視警告装置１の周囲を移動する必要がある。これに
対して、複数の設定表示部２２が上面４３ａに設けられる場合には、作業者は監視警告装
置１の周囲を移動せずとも、この上面４３ａに設けられた設定表示部２２を視認できる。
したがって、ユーザにとっての利便性を向上できる。
【０１０８】
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　設定表示部２２は例えばＬＥＤの発光態様（例えば発光色、または、点滅パターン）を
異ならせることによって、検出範囲を表示してもよい。例えば、ＬＥＤが発光していない
状態は距離基準値Ｄｔｈが０（零）［ｍ］であること（あるいは反射型センサ２が動作し
ないこと）を示し、ＬＥＤの発光色が第１色（例えば赤色）、第２色（例えば緑色）およ
び第３色（例えば青色）である状態は、それぞれ、距離基準値Ｄｔｈが１［ｍ］，２［ｍ
］，３［ｍ］であることを示す。
【０１０９】
　なお設定表示部２２は必ずしもＬＥＤを有している必要はなく、数字を表示可能な７セ
グメントの表示装置であってもよく、あるいは、数字のみならず種々の文字、記号または
画像を表示可能な表示装置であってもよい。このような表示装置は、対応する反射型セン
サ２の検出範囲を数値で表示することができる。
【０１１０】
　＜１－３－６．バッテリ＞
　図３の例では、監視警告装置１はバッテリ６を備えている。バッテリ６は例えば設置台
４３に収納されており、上述の各電気構成に対して直流電力を供給する。バッテリ６は接
触充電または非接触充電（無接点充電またはワイヤレス充電とも呼ばれる）により充電さ
れる。バッテリ６が設けられているので、半導体製造工場内の電源（コンセント）の位置
によらず、監視警告装置１を任意の位置に載置することができる。なお監視警告装置１は
所定位置に載置された状態で、工場内の電源から給電されても構わない。
【０１１１】
　＜１－４．筐体＞
　上述の各種の電気構成（反射型センサ２、入力部２３、設定表示部２２および制御部５
）は、表示プレート４１、連結部４２および設置台４３のいずれかに設けられている。よ
って、表示プレート４１、連結部４２および設置台４３は、上記電気構成を収納する筐体
であるともいえる。
【０１１２】
　＜２．監視警告装置の動作の一例＞
　図６は、監視警告装置１の動作の一例を示すフローチャートである。ここでは、作業者
が所定位置（例えば開口部１１０の近傍）に監視警告装置１を載置した状態での動作の一
例を説明する。まずステップＳ１にて、作業者は検出範囲を反射型センサ２ごとに設定す
る。具体的には、作業者は設置環境に応じた検出範囲を反射型センサ２ごとに入力すべく
、入力部２３を操作する。制御部５は入力部２３からの入力情報に応じて、上述のように
反射型センサ２についての距離基準値Ｄｔｈを個別に設定する。これにより、検出範囲が
反射型センサ２ごとに適切に設定される。
【０１１３】
　次にステップＳ２にて、制御部５は作業者の接近を検出したか否かを判断する。なお、
ステップＳ２は、ステップＳ１において設定した作業者が検出範囲外に出た後に実行され
る。例えば入力部２３はステップＳ２の実行トリガとなる入力を受け付けてもよい。作業
者はステップＳ１を実行した後に、当該トリガを入力部２３に入力する。
【０１１４】
　制御部５は当該トリガの入力に基づいて、複数の反射型センサ２に対して測定動作の開
始信号を出力する。反射型センサ２はこの開始信号の入力に応答して、超音波を送波する
。そして反射型センサ２は、受波した超音波に基づいて対象物の距離を測定し、その測定
距離Ｄを示す結果信号を制御部５に出力する。制御部５はこの結果信号に含まれる測定距
離Ｄが、対応する距離基準値Ｄｔｈよりも短いか否かを、反射型センサ２ごとに判断する
。制御部５は、いずれかの測定距離Ｄが対応する距離基準値Ｄｔｈよりも短いと判断した
ときに、作業者が接近していると判断する。一方で、制御部５は全ての測定距離Ｄが対応
する距離基準値Ｄｔｈよりも長いと判断したときに、作業者が接近していないと判断する
。
【０１１５】
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　作業者の接近を検出していないときには、制御部５は再びステップＳ２を実行し、作業
者の接近を検出しているときには、ステップＳ３にて、制御部５は警告装置３に警告を行
わせる。具体的には制御部５は光源３１を発光させつつ、音出力部３２に警告音を出力さ
せる。
【０１１６】
　以上のように、この監視警告装置１によれば、作業者が開口部１１０に接近すると警告
が行われる。よって、作業者はその警告に基づいて開口部１１０の存在に気付くことがで
きる。これにより、作業者は開口部１１０を避けることができ、開口部１１０への落下を
回避できる。
【０１１７】
　しかもこの監視警告装置１においては、反射型センサ２が人の足元に向けて超音波を送
波する。したがって、超音波の一部はより堅い安全靴で反射され、比較的高い振幅で反射
型センサ２に受波される。よって、反射型センサ２はより適切に超音波を受波しやすく、
ひいては反射型センサ２の検出精度を向上することができる。
【０１１８】
　図７は、反射型センサ２の測定ばらつきの一例を概略的に示すグラフであり、図８は、
比較例にかかる測定ばらつきの一例を概略的に示すグラフである。図８では、反射型セン
サ２が人の胸元に向けて超音波を送波したときの測定結果が示されている。図７および図
８では、横軸が対象物（安全靴を着用した作業者）までの距離（実際の値）を示し、縦軸
が反射型センサ２によって測定された測定距離Ｄを示す。図７および図８の例では、複数
回の測定結果がプロットされている。
【０１１９】
　図７および図８では、理想的な測定距離Ｄが実線で示されており、また、一点鎖線で囲
まれる領域内に全体の９割程度のプロット点が収まるように、当該一点鎖線が示されてい
る。つまり、一点鎖線の幅が測定ばらつきを示している。図７および図８から理解できる
ように、測定ばらつきは比較例に比べて第１の実施の形態にかかる反射型センサ２の方が
小さい。これは、作業者の胸元に向けて送波された超音波は柔らかい衣服で反射するのに
対して、作業者の足元に向けて送波された超音波の一部は堅い安全靴で反射するためと考
えられる。つまり、比較例では超音波がより低い反射率で反射するので、その測定ばらつ
きが大きくなるのに対して、第１の実施の形態では超音波がより高い反射率で反射するの
で、その測定ばらつきが小さくなる。
【０１２０】
　以上のように、本監視警告装置１では、より高い精度で作業者の接近を検出し、その検
出結果に応じて警告を行うので、より適切に作業者に対して警告を行うことができる。
【０１２１】
　＜３．検出範囲の自動設定＞
　上述の例では、入力部２３は、検出範囲として複数の値の一つの入力を受け付けた。つ
まり、作業者が検出範囲の値（検出距離）を入力した。しかるに、制御部５が検出範囲を
自動で設定してもよい。例えば入力部２３は、検出範囲の自動設定の開始のトリガとなる
入力を受け付ける。入力部２３は当該入力があったときにその入力情報を制御部５に出力
する。ここでは、一つの入力部２３が設けられているものとする。
【０１２２】
　制御部５はこの入力情報に応答して、全ての反射型センサ２へと、測定動作を開始する
ための開始信号を出力する。なお、制御部５は入力情報が入力されてから所定時間経過後
に開始信号を出力してもよい。これにより、作業者が入力部２３を操作してから監視警告
装置１から離れるための時間を確保することができる。
【０１２３】
　反射型センサ２は開始信号の入力に応答して測定動作を行い、結果信号を制御部５に出
力する。このとき、反射型センサ２から送波された超音波が半導体製造装置１００等の設
置物で反射して、当該反射型センサ２で受波されれば、その半導体製造装置１００までの
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距離が測定され、その測定距離Ｄが結果信号として制御部５に出力される。
【０１２４】
　制御部５は反射型センサ２によって測定された測定距離Ｄに基づいて、反射型センサ２
ごとに検出範囲を設定する。具体的には、例えば制御部５は、その反射型センサ２に対応
する距離基準値Ｄｔｈを、その測定距離Ｄから所定値だけ減算した値に設定する。これに
よれば、その反射型センサ２によって測定された設置物（例えば半導体製造装置１００）
までの測定距離Ｄが、設定された距離基準値Ｄｔｈよりも長くなるので、以後の測定にお
いて、この半導体製造装置１００が作業者として検出されることはない。
【０１２５】
　反射型センサ２の測定可能範囲内に設置物が存在しない場合には、測定距離Ｄが測定さ
れないこともあり得る。この場合、制御部５はこの反射型センサ２に対応する距離基準値
Ｄｔｈを予め定められた最大値（例えば３［ｍ］）に設定するとよい。
【０１２６】
　これによれば、作業者は入力部２３に対して入力を行うことにより、その周辺環境に応
じた適切な検出範囲が自動で設定される。つまり、作業者はより簡易な操作でより適切な
検出範囲を設定することができる。
【０１２７】
　＜４．表示プレート＞
　上述の例では、監視警告装置１は開口部１１０の近傍に載置された。しかしながら、必
ずしもこれに限らない。要するに、監視警告装置１は作業者の接近が好ましくない領域の
近傍に載置されればよい。例えば、半導体製造装置１００の上部には、配管または配線の
接続部が位置している場合がある。配管または配線の交換が必要になると、作業者は脚立
を用いて半導体製造装置１００の上部に登り、当該接続部において配管または配線を取り
外すことがある。このとき、脚立が通行の邪魔になって、他の作業者が脚立を移動させて
しまうことがある。この脚立の移動により、作業者は半導体製造装置１００の上から降り
ることができなくなる。また、作業者が半導体製造装置１００の上で作業をしている最中
に、誤って工具等を半導体製造装置１００の上から落下させることもあり得る。もし、こ
のような工具が他の作業者の頭上に落下すると、他の作業者にとって危険である。そこで
、このような場合には、当該通路を作業者の進入禁止領域に設定すべく、監視警告装置１
を当該通路の出入り口に載置するとよい。
【０１２８】
　ところで、表示プレート４１の表記としては、監視警告装置１の設置環境に適した表記
を採用することが望ましい。そこで、表示プレート４１は着脱可能に連結部４２の先端に
連結されていてもよい。例えば図２に示すように、表示プレート４１の下端および連結部
４２の上端には、それぞれ連結構造４１１，４２１が設けられてもよい。これらの連結構
造４１１，４２１は対をなしており、互いに着脱可能に連結される。この連結構造４１１
，４２１としては、例えば螺子止め構造、嵌め合い構造または係止構造などの種々の構造
が採用可能である。
【０１２９】
　連結部４２に着脱可能な表示プレート４１として、例えば表記が異なる複数の表示プレ
ート４１が用意されてもよい。より具体的な例として、単に「注意」と表記された表示プ
レート４１（図２）、「進入禁止」と表記された表示プレート４１（不図示）、「足元注
意」と表記された表示プレート４１（不図示）、および、「頭上注意」と表記された表示
プレート４１（不図示）等が用意される。作業者はこれらの表示プレート４１のうち設置
環境に応じた表示プレート４１を選択し、選択された表示プレート４１を連結部４２に連
結する。図１の例では、監視警告装置１が開口部１１０の近傍に載置されるので、作業者
は「足元注意」と表記された表示プレート４１を選択してもよい。
【０１３０】
　表示プレート４１に警告装置３（例えば光源３１）が内蔵され、制御部５が連結部４２
または設置台４３に内蔵される場合には、警告装置３と制御部５との電気的な接続を実現
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すべく、連結構造４１１，４２１も互いに電気的に接続される。具体的には、連結構造４
１１は警告装置３に接続される端子を有しており、連結構造４２１は制御部５に接続され
る端子を有している。これらの端子は連結構造４１１，４２１が連結された状態で互いに
電気的に接続される。これにより、連結部４２または設置台４３内の制御部５が表示プレ
ート４１内の警告装置３に警告を行わせることができる。
【０１３１】
　また表示プレート４１に光源３１が内蔵される場合には、異なる発光色の光源３１を有
する複数の表示プレート４１を用意してもよい。これによれば、作業者は、設置環境に応
じた発光色で発光する表示プレート４１を選択することができる。
【０１３２】
　なお、上述の例では、監視警告装置１は複数の反射型センサ２を備えていた。しかしな
がら、監視警告装置１は一つの反射型センサ２のみを備えていてもよい。
【０１３３】
　また上述の例では、監視警告装置１は半導体製造工場内に載置されているものの、必ず
しもこれに限らない。要するに、監視警告装置１は安全靴の着用が義務付けられた領域内
に載置されればよい。
【０１３４】
　第２の実施の形態．
　第１の実施の形態では、警告装置３が光源３１または音出力部３２によって警告を行っ
た。しかるに、光源３１による発光は作業者が視認しなければ気づかない。また、音出力
部３２による警告音が鳴っても、作業者はその警告音が自身に向けられた警告ではなく、
他の作業者に向けられた警告であると誤認する場合もあり得る。特に半導体製造工場内で
は、種々の機械音（駆動音）などの雑音が生じているので、作業者は警告音を認知しにく
い場合がある。そこで、第２の実施の形態では、警告をより直接的に作業者に対して行う
ことを企図する。
【０１３５】
　なお第２の実施の形態は必ずしも第１の実施の形態を前提とする必要はない。例えば反
射型センサ２は必ずしも人の足元に向けて測定波を出力する必要はない。
【０１３６】
　図９は、第２の実施の形態にかかる監視警告装置１Ａの電気的な構成の一例を示す機能
ブロック図である。監視警告装置１Ａは無線通信部７の有無を除いて監視警告装置１と同
様である。
【０１３７】
　無線通信部７は無線通信回路であって、携帯用の警告装置（以下、携帯機器とも呼ぶ）
９と無線で通信することができる。無線通信部７は制御部５と接続されており、制御部５
から入力された送信信号を無線送信に適した信号に変換し、アンテナ（不図示）を介して
当該送信信号を携帯機器９へと無線で送信する。また無線通信部７は、アンテナを介して
受信した受信信号を制御部５での処理に適した信号に変換し、当該受信信号を制御部５へ
と出力する。
【０１３８】
　無線通信部７は例えば近距離無線通信の規格に準拠して携帯機器９と通信することがで
きる。このような近距離無線通信の規格としては、例えばBluetooth（登録商標）を採用
することができる。
【０１３９】
　制御部５は第１の実施の形態と同様に作業者の接近を検出したと判断したときに、警告
装置３に警告を行わせるとともに、無線通信部７を介して警告指示信号を携帯機器９に送
信する。
【０１４０】
　携帯機器９は作業者によって携帯される機器であり、例えばスマートフォンまたはＰＤ
Ａ等の携帯情報端末であってよい。この携帯機器９は無線通信部９１と制御部９２と警告
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部９３とを備えている。無線通信部９１は無線通信回路であって、監視警告装置１の無線
通信部７と無線で通信することができる。無線通信部９１は無線通信部７と同様に動作す
る。
【０１４１】
　制御部９２は携帯機器９を統括的に制御する。制御部９２は無線通信部９１および警告
部９３と接続されており、無線通信部９１から入力された受信信号（警告指示信号）に応
じて、警告部９３に警告を行わせる。
【０１４２】
　警告部９３は例えば表示部９３１、音出力部９３２および振動部９３３を有している。
表示部９３１は画像を表示できる表示装置であって、その表示画像は制御部９２によって
制御される。この表示部９３１が警告用の画像を表示することによって、作業者に警告を
行うことができる。音出力部９３２は例えばブザーまたはスピーカであり、その音出力は
制御部９２によって制御される。この音出力部９３２が警告音を出力することにより、作
業者に警告を行うことができる。振動部９３３は携帯機器９の全体に振動を伝達するため
の振動源であり、例えば偏心モータを有している。偏心モータが回転することによって振
動が発生し、その振動が携帯機器９の全体に伝達される。振動部９３３の振動は制御部９
２によって制御される。この振動部９３３が振動することにより、携帯機器９を携帯する
作業者に振動を伝達することができる。この振動伝達により警告が行われる。
【０１４３】
　監視警告装置１Ａの動作の一例は図６と同様である。ただしステップＳ３において、制
御部５は警告装置３に警告を行わせるとともに、無線通信部７を介して携帯機器９に警告
指示信号を送信する。これにより、携帯機器９の警告部９３が警告を行う。
【０１４４】
　携帯機器９は作業者によって携帯されるので、作業者は携帯機器９からの警告を自身に
対する警告であると容易に理解できる。つまり、作業者は警告を認知しやすい。したがっ
て、作業者は開口部１１０の存在に気付きやすく、開口部１１０を回避できる。
【０１４５】
　なお、必ずしも表示部９３１、音出力部９３２および振動部９３３の全てが警告を行う
必要はなく、少なくともいずれか一つが警告を行えばよい。また警告部９３は必ずしも表
示部９３１、音出力部９３２および振動部９３３の全てを有している必要はなく、少なく
ともいずれか一つを有していればよい。
【０１４６】
　＜複数の携帯機器＞
　監視警告装置１は複数の携帯機器９と通信可能であってもよい。例えばBluetoothにお
いては、監視警告装置１は７台の携帯機器９と直接に通信可能である。このような通信網
はピコネットとも呼ばれる。また、監視警告装置１はその７台の携帯機器９のうちの１台
を介して、他のピコネットに属する携帯機器９と通信することも可能である。このような
複数のピコネットで構成される通信網はスキャッタネットとも呼ばれる。
【０１４７】
　制御部５は作業者の接近を検出したと判断したときに、無線通信部７を介して、全ての
携帯機器９に対して警告指示信号を送信してもよい。これによれば、ある作業者Ａが開口
部１１０に接近すると、全ての携帯機器９において警告部９３が警告を行う。したがって
、開口部１１０に作業者が接近していることを全ての作業者が認識できる。これにより、
他の作業者Ｂが、開口部１１０の近傍に位置する作業者Ａを視認し、この作業者Ａに対し
て注意喚起を促すことができる。
【０１４８】
　＜送信先＞
　上述の例では、携帯機器９の警告部９３の全てが警告を行っているものの、必ずしもこ
れに限らない。つまり、開口部１１０から離れた作業者に警告を行っても、その警告は必
ずしも有効に用いられず、むしろその作業者の作業を阻害し得る。そこで、監視警告装置
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１は例えば開口部１１０の近くに位置する作業者の携帯機器９のみに警告指示信号を送信
してもよい。
【０１４９】
　図１０は、監視警告装置１Ｂの電気的な構成の一例を概略的に示す機能ブロック図であ
る。監視警告装置１Ｂは受信強度測定部７１の有無を除いて監視警告装置１Ａと同様であ
る。受信強度測定部７１は無線通信部７が受信する受信信号についての電波強度（受信強
度（電力））を測定し、その測定結果を示す強度信号を制御部５に出力する。この受信強
度は通信距離が長いほど低下する傾向を有する。よって、受信強度が高い場合には、その
携帯機器９を携帯する作業者は監視警告装置１Ｂに近くにいる、と考えることができる。
逆に言えば、受信強度が低い場合には、その携帯機器９を携帯する作業者は監視警告装置
１Ｂから離れている、と考えることができる。
【０１５０】
　携帯機器９の制御部９２は無線通信部９１を介して、例えば所定時間（例えば数秒以下
）ごとに所定信号を監視警告装置１Ｂの無線通信部７へ送信する。この所定信号には、携
帯機器９の通信上の識別情報が含まれる。
【０１５１】
　制御部５は無線通信部７を介してこの受信信号を受信するとともに、受信強度測定部７
１は当該受信信号についての受信強度を測定してその強度信号を制御部５に出力する。制
御部５は受信強度測定部７１から入力された強度信号と、無線通信部７から入力された受
信信号とに基づいて、受信強度および識別情報を互いに対応付けて記憶媒体（例えばＲＡ
Ｍ等）に記憶する。その識別情報に対応する受信強度が既に記憶されている場合には、制
御部５は新たな受信強度を上書きする。これにより、制御部５は携帯機器９（識別情報）
ごとに最新の受信強度を管理することができる。
【０１５２】
　制御部５は作業者の接近が検出されたと判断したときに、受信強度が所定の強度基準値
よりも高いか否かを携帯機器９ごとに判断する。つまり、制御部５は携帯機器９が監視警
告装置１の近くに位置しているか否かを携帯機器９ごとに判断する。制御部５は、受信強
度が強度基準値よりも高いと判断したときには、その受信強度に対応する識別情報が割り
当てられた携帯機器９に警告指示信号を送信する。これにより、強度基準値よりも高い受
信信号を送信した携帯機器９のみに、警告指示信号を送信することができる。
【０１５３】
　図１１は、監視警告装置１Ｂの動作の一例を示すフローチャートである。このフローチ
ャートでは、図６に比して、ステップＳ４，Ｓ５が更に実行される。ステップＳ４はステ
ップＳ２において作業者の接近を検出したと判断されたときに実行され、図１１の例にお
いては、ステップＳ３の後に実行される。このステップＳ４においては、制御部５は受信
強度が所定の強度基準値よりも高い携帯機器９（より具体的には識別情報）を特定する。
具体的には、制御部５は受信強度が強度基準値よりも高いか否かを携帯機器９（識別番号
）ごと判断することで、受信強度が強度基準値よりも高い携帯機器９を特定する。強度基
準値は例えば予め設定されて、制御部５の記憶媒体等に記憶されていてもよい。
【０１５４】
　次にステップＳ５にて、制御部５は無線通信部７を介して、特定した携帯機器９のみに
警告指示信号を送信する。携帯機器９の制御部９２が無線通信部９１を介して警告指示信
号を受信すると、警告部９３に警告を行わせる。
【０１５５】
　以上のように、測定距離Ｄに基づいて作業者の接近が検出されたとき（ステップＳ２で
ＹＥＳ）に、受信強度が強度基準値よりも高い携帯機器９のみにおいて、警告部９３が警
告を行う。つまり、監視警告装置１に近い作業者に携帯された携帯機器９のみにおいて、
警告が行われる。逆にいえば、監視警告装置１から離れた作業者に携帯された携帯機器９
においては、警告が行われない。つまり監視警告装置１Ｃから離れた作業者に対する不要
な警告を抑制できる。よって、開口部１１０から離れた作業者は自身の作業を阻害されに
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くい。
【０１５６】
　なお、受信強度の高低は監視警告装置１Ｂと携帯機器９との間の距離に依存するものの
、その精度は反射型センサ２に比して小さい。第２の実施の形態では、警告のトリガとな
る作業者の接近を、反射型センサ２を用いて検出することにより、警告が必要な状況を高
い精度で検出して警告を行うことができる。一方で、どの携帯機器９が監視警告装置１Ｂ
の近くに位置しているのかを受信強度を用いて判断することにより、監視警告装置１Ｂの
近くに位置する携帯機器９の通信上の識別情報を特定でき、その携帯機器９のみに警告指
示信号を送信できる。
【０１５７】
　第３の実施の形態．
　第１および第２の実施の形態では、開口部１１０に対して監視警告装置１が一つ載置さ
れていた。しかるに、複数の監視警告装置１が載置されてもよい。第３の実施の形態では
、複数の監視警告装置１Ｃが設けられる場合の、これらの連携について述べる。なお第３
の実施の形態は第１または第２の実施の形態を前提とする必要はない。例えば反射型セン
サ２は必ずしも人の足元に向けて測定波を出力する必要はない。
【０１５８】
　図１２は、監視警告システムが載置される領域の一例を概略的に示す図である。この監
視警告システムは、複数の監視警告装置１Ｃを備えている。図１２の例では、複数（ここ
では４個）の監視警告装置１Ｃが開口部１１０を取り囲む位置それぞれに載置されている
。図１２の例では、開口部１１０は平面視において長方形状を有しており、４つの監視警
告装置１Ｃが開口部１１０の角部の近傍にそれぞれ載置されている。
【０１５９】
　監視警告装置１Ｃは、相互に通信可能に接続されるという点を除いて、監視警告装置１
と同様の構成を有している。監視警告装置１Ｃは無線で相互に通信してもよいものの、図
１２の例では、４つの監視警告装置１Ｃが４つの配線Ｗ１によって相互に通信する。図１
２の例では、４つの配線Ｗ１は全体として開口部１１０を取り囲むように配索されている
。つまり、４つの監視警告装置１Ｃが４つの配線Ｗ１によってチェーン状に接続されてい
る。監視警告装置１Ｃは配線Ｗ１を介して相互に通信を行うことができる。以下では、４
つの監視警告装置１Ｃをそれぞれ監視警告装置１Ｃａ～１Ｃｄとも呼ぶ。監視警告装置１
Ｃａ～１Ｃｄは時計回り方向においてこの順で配置される。
【０１６０】
　図１３は、監視警告システムの外観の一例を概略的に示す斜視図である。図１３の例で
は、監視警告装置１Ｃには、コネクタ４２２が設けられている。コネクタ４２２は反射型
センサ２よりも高い位置に設けられ、例えば連結部４２に設けられている。このコネクタ
４２２は配線Ｗ１の一端と着脱可能に接続される。図１２の例では、一つの監視警告装置
１Ｃには２つの配線Ｗ１が接続されるので、監視警告装置１Ｃには、少なくとも２つのコ
ネクタ４２２が設けられる。これらのコネクタ４２２は同じ高さ位置に設けられていても
よい。
【０１６１】
　図１４は、監視警告装置１Ｃの電気的な構成の一例を概略的に示す機能ブロック図であ
る。監視警告装置１Ｃにおいて、制御部５はコネクタ４２２と接続されている。なお制御
部５は適宜に通信インタフェース（通信回路）を介してコネクタ４２２に接続されてもよ
い。
【０１６２】
　各監視警告装置１Ｃにおいて、制御部５は、反射型センサ２の検出結果に基づいて作業
者の接近を検出したと判断したときに、警告装置３に警告を行わせるとともに、配線Ｗ１
を介して他の監視警告装置１Ｃへと警告指示信号を送信する。例えば監視警告装置１Ｃａ
の制御部５は、作業者の接近を検出したと判断したときに、配線Ｗ１を介して自身と接続
される監視警告装置１Ｃｂ，１Ｃｄに警告指示信号を送信する。
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【０１６３】
　監視警告装置１Ｃｂの制御部５は警告指示信号を受信したときに、その監視警告装置１
Ｃｂに属する警告装置３に警告を行わせる。また監視警告装置１Ｃｂの制御部５は、配線
Ｗ１を介して直接に接続された監視警告装置１Ｃａ，１Ｃｃのうち、警告指示信号を受信
していない監視警告装置１Ｃｃに対して、警告指示信号を送信する。つまり、警告指示信
号を監視警告装置１Ｃｃに転送する。同様に、監視警告装置１Ｃｄの制御部５も警告指示
信号を受信したときに、監視警告装置１Ｃｄに属する警告装置３に警告を行わせるととも
に、警告指示信号を監視警告装置１Ｃｃへと送信する。
【０１６４】
　監視警告装置１Ｃｃの制御部５は警告指示信号を受信したときに、その監視警告装置１
Ｃｃの警告装置３に警告を行わせる。ここでは、監視警告装置１Ｃｃの制御部５は監視警
告装置１Ｃｂ，１Ｃｄの両方から警告指示信号を受信しているので、警告指示信号を監視
警告装置１Ｃｂ，１Ｃｄには送信しない。つまり、警告指示信号を転送しない。
【０１６５】
　以上のように、一つの監視警告装置１Ｃが作業者の接近を検出すると、４つの監視警告
装置１Ｃの全てにおいて警告が行われる。これにより、作業者は警告を認知しやすい。ま
た４つの監視警告装置１Ｃの光源３１が発光すれば、作業者は開口部１１０の領域の形状
および大きさを認知しやすい。
【０１６６】
　しかも上述の例では、複数の監視警告装置１Ｃが配線Ｗ１によって相互に接続されてお
り、配線Ｗ１を接続するためのコネクタ４２２は比較的高い位置に設けられている。具体
的には、例えばコネクタ４２２が人（成人）の胸元から腰元までの高さ位置（例えば１［
ｍ］～１．５［ｍ］程度）に設けられる。これによれば、図１３に示すように、配線Ｗ１
を進入禁止の領域を示すロープとして機能させることができる。よって、作業者は配線Ｗ
１によって阻まれて、開口部１１０へと進入しにくい。
【０１６７】
　＜複数のグレーチング＞
　複数の開口部１１０が存在するときには、その複数の開口部１１０の各々について複数
の監視警告装置１Ｃが載置されてもよい。例えば、第１開口部１１０を取り囲むように複
数の監視警告装置１Ｃが載置され、第２開口部１１０を取り囲むように複数の監視警告装
置１Ｃが載置されてもよい。
【０１６８】
　第１開口部１１０に対して作業者が接近したときには、その第１開口部１１０の近傍に
載置された複数の監視警告装置１Ｃが警告を行えばよく、第２開口部１１０の近傍に載置
された複数の監視警告装置１Ｃは警告を行わなくてもよい。
【０１６９】
　複数の監視警告装置１Ｃが配線Ｗ１によって相互に接続される場合には、作業者が、第
１開口部１１０に対応して載置された複数の監視警告装置１Ｃと、第２開口部１１０に対
応して載置された複数の監視警告装置１Ｃとを相互に接続しなければよい。これにより、
第１開口部１１０に作業者が接近しても、第２開口部１１０に対応した複数の監視警告装
置１Ｃは警告を行わない。
【０１７０】
　変形例．
　上述の例では、監視警告装置１は警告ポールであるものの、その外観は特に限定される
必要はない。要するに、監視警告装置１は反射型センサ２と警告装置３と制御部５とを備
えていればよい。反射型センサ２が人の足元に向けて測定波を出力すれば、高い精度で人
の接近を検出でき、その高い精度での検出結果に応答して警告を行うことができるからで
ある。
【０１７１】
　また反射型センサ２と警告装置３と制御部５は必ずしも同一の筐体に収納される必要は
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が第１筐体に収納され、警告装置３が第２筐体に収納されてもよい。第１筐体および第２
筐体には、それぞれ無線通信部が設けられ、互いに通信する。制御部５は反射型センサ２
の検出結果に基づいて作業者の接近を検出したと判断したときに、無線通信部を介して警
告装置３へと警告指示信号を送信する。無線通信部を介して警告指示信号を受信した警告
装置３は警告を行う。この場合でも、反射型センサ２が人の足元に向けて測定波を出力す
れば、高い精度で作業者の接近を検出して、警告を行うことができる。
【０１７２】
　反射型センサ２の高さ位置は鉛直方向で調整可能に設けられていてもよい。つまり、反
射型センサ２が鉛直方向で移動可能に設けられていてもよい。これによれば、反射型セン
サ２の高さ位置を設置環境に応じて変更できる。
【０１７３】
　監視警告装置および監視警告システムは詳細に示され記述されたが、上記の記述は全て
の態様において例示であって限定的ではない。したがって、監視警告装置は実施の形態を
適宜、変形、省略することが可能である。また各種の実施の形態は相互の組み合わせるこ
とができる。
【符号の説明】
【０１７４】
　１，１Ａ～１Ｃ　監視警告装置
　２　反射型センサ
　３　第１警告装置（警告装置）
　５　制御部
　７　無線通信部
　９　第２警告装置（警告装置、携帯機器）
　２２　入力部
　２３　設定表示部
　３１　光源
　４１　表示プレート
　４２　連結部
　４３　設置台
　７１　受信強度測定部
　２３１　操作部
　４２２　コネクタ
　Ｗ１　配線
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